
　
来
年
の
春
に
、
立
候
補
予
定
者
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
市
議
会
議
員
選
挙

に
立
候
補
を
予
定
し
て
い
る
方
は
出
席

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

(

日
程
に
つ
い
て
は
市
報
な
か
つ
２
月
１

日
号
で
お
知
ら
せ
す
る
予
定
で
す)

■
問
合
先　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
（
☎
22-

１
１
１
１
・
内
線
５
９
１
）

　
ま
ず
は
選
挙
に
立
候

補
す
る
た
め
の
条
件
や

供
託
金
の
こ
と
に
つ
い
て

で
す
！

 

選
挙
に
立
候
補
す
る
こ
と
が
で
き
る
人

▼
大
分
県
知
事
選
挙

　
選
挙
当
日
、
満
30
歳
以
上
の
日
本
国
民

▼
大
分
県
議
会
議
員
選
挙

　
選
挙
当
日
、
満
25
歳
以
上
の
日
本
国
民
で

住
所
要
件
を
満
た
す
人

▼
中
津
市
長
選
挙

　
選
挙
当
日
、
満
25
歳
以
上
の
日
本
国
民

▼
中
津
市
議
会
議
員
選
挙

 　
選
挙
当
日
、
満
25
歳
以
上
の
日
本
国
民

で
住
所
要
件
を
満
た
す
人

※

い
ず
れ
の
選
挙
で
も
、
禁
錮
以
上
の
刑
に

　
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
え
て
い
な
い

　
者
な
ど
、
選
挙
権
お
よ
び
被
選
挙
権
を
有

　
し
て
い
な
い
者
は
立
候
補
で
き
ま
せ
ん
。

 

立
候
補
に
は
供
託
金
が
必
要
で
す

　
供
託
金
と
は　
選
挙
の
立
候
補
に
際
し
て

候
補
者
か
ら
一定
の
金
額
を
預
る
制
度
の
こ

と
で
す
。
選
挙
の
結
果
、
供
託
物
没
収
点
以

上
の
票
を
獲
得
し
て
い
れ
ば
返
還
さ
れ
ま
す

（
Ｑ
４
参
照
）。

　
立
候
補
に
際
し
て
は
、
左
記
の
額
の
供
託

金
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
県
知
事　
三
百
万
円　

・
県
議
会
議
員　
六
十
万
円

・
市
長　
百
万
円

・
市
議
会
議
員　
三
十
万
円

な
ぜ
選
挙
公
営
制
度
がで

き
た
の
で
す
か
？

選
挙
公
営
制
度
は
、
お
金
の
か
か
ら
な

い
選
挙
を
実
現
す
る
こ
と
で
経
済
力
の
有
無

に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
候
補
者
に
も
最
低
限

の
選
挙
運
動
の
機
会
を
保
障
す
る
と
と
も
に

選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
も
の
で
す
。
昨
今
、

全
国
で
は
地
方
議
会
の
議
員
の
な
り
手
不
足

に
よ
る
定
数
割
れ
や
無
投
票
当
選
が
深
刻
な

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
幅
広
い
市
民
の
政

治
参
加
や
議
会
に
お
け
る
人
材
確
保
な
ど
の

問
題
を
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
課

題
で
あ
り
、
公
営
制
度
の
導
入
が一つ
の
解
決

策
と
な
る
と
考
え
ま
す
。

中
津
市
で
条
例
制
定
に
至
っ
た
経
緯
は
？

選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
来
年
の
市
議

会
議
員
選
挙
や
市
長
選
挙
に
向
け
て
立
候
補

し
や
す
い
環
境
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
具

体
策
と
し
て
は
、
前
回
の
市
長
選
挙
よ
り
実

施
し
て
い
る
選
挙
公
報
の
発
行
や
、
今
回
の

選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
な
ど
で
す
。

　
平
成
４
年
に
国
政
お
よ
び
地
方
選
挙
に
お

け
る
選
挙
公
営
の
拡
大
を
目
的
と
し
て
公
職

選
挙
法
の
一部
改
正
が
行
わ
れ
、
四
半
世
紀

が
経
過
し
た
現
在
、
全
国
で
は
９
割
の
市
区

が
公
営
制
度
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

県
知
事
・
県
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
、

平
成
22
年
度
ま
で
に
47
都
道
府
県
す
べ
て
で

条
例
が
制
定
済
み
で
す
。
さ
ら
に
、
来
年
３

月
に
は
、
公
職
選
挙
法
改
正
に
よ
り
地
方
議

員
の
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
が
解
禁
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
中
津
市
議
会
の
本
会
議
で
の一

般
質
問
や
自
由
討
議
で
「
経
済
力
の
有
無
に

か
か
わ
ら
ず
立
候
補
し
や
す
い
環
境
整
備
が

必
要
。」
と
い
う
多
く
の
ご
質
問
・
ご
意
見

を
い
た
だ
き
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
中
で
も

検
討
や
協
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
本
年
６
月
に
市
議
会
か
ら
市
長

並
び
に
選
挙
管
理
委
員
長
あ
て
に
要
望
書

「
選
挙
公
営
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て
」
が
提
出

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
改
め
て
検
討
協
議
を

行
い
９
月
議
会
で
の
提
案
・
可
決
に
至
り
ま

し
た
。議

員
、
市
長
２
つ
の
選
挙
公
営
を

提
案
し
た
理
由
は
な
ん
で
す
か
？

選
挙
公
営
制
度
は
、
立
候
補
し
や
す
い

環
境
整
備
を
図
り
、
有
権
者
の
政
治
へ
の
参

加
意
識
を
高
め
る
一助
と
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。

　
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
議
員
と
市
長
共
に

市
民
が
直
接
選
挙
で
選
ぶ
こ
と
や
、
議
員
、

市
長
そ
れ
ぞ
れ
が
市
民
に
対
し
て
直
接
責
任

を
負
う
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
選

挙
管
理
委
員
会
と
し
て
は
、
議
員
、
市
長
共

に
立
候
補
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
こ
と
が

公
職
選
挙
法
の
趣
旨
に
そ
う
も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。

　
ま
た
、
全
国
の
状
況
を
見
る
と
、
市
区
で

は
99.

９
％
（
７
３
５
／
７
３
６
市
区
）
が
、

都
道
府
県
に
い
た
っ
て
は
１
０
０
％
（
47
／

47
都
道
府
県
）
が
議
員
と
長
の
条
例
に
な
っ

て
い
て
、
こ
の
こ
と
を
如
実
に
反
映
し
て
い

ま
す
。す

べ
て
の
候
補
者
に
公
費
負
担
は
適
用

さ
れ
る
の
で
す
か
？

選
挙
公
営
制
度
で
は
、
す
べ
て
の
候
補

者
が
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
各
候
補
者
の
得

票
数
が
供
託
物
没
収
点
未
満
の
場
合
に
は
適

用
さ
れ
ず
、
選
挙
運
動
費
用
の
全
額
が
候
補

者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

中
津
市
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

経
費
を
負
担
し
て
も
ら
え
る
の
で
す
か
？

左
記
表
の
通
り
に
な
り
ま
す
。

※

１　
選
挙
運
動
期
間
（
７
日
間
）
の
み
が

　
対
象
と
な
り
ま
す
。

※

２　
一
般
運
送
契
約
と
個
別
契
約
の
２
種

　
類
が
あ
り
、
候
補
者
は
そ
の
い
ず
れ
か
を

　
選
択
し
ま
す
。

経
費
は
候
補
者
が
自
分
で

負
担
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
？

経
費
を
候
補
者
自
ら
負
担
し
て
い
る
現

在
の
状
況
は
、
資
金
力
の
あ
る
候
補
者
が
選

挙
で
有
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
志

は
高
く
有
能
で
あ
り
な
が
ら
、
経
済
的
な
理

由
で
立
候
補
を
断
念
さ
れ
る
方
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
市
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
で
す
。
立

候
補
に
対
す
る
障
害
を
取
り
除
く
方
法
が
必

要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

公
費
負
担
の
対
象
者
を

新
人
や
所
得
の
少
な
い
人
に
限
っ
て
は
？

公
営
制
度
に
係
る
条
例
化
は
、
公
職
選

挙
法
に
準
じ
て
定
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま

す
。
公
職
選
挙
法
で
は
、
選
挙
の
公
正
や
候

補
者
間
の
選
挙
運
動
の
機
会
の
均
等
、
平
等

が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
候

補
者
の
所
得
や
資
産
な
ど
で
公
費
負
担
の
対

象
者
を
限
定
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
公
職
選

挙
法
の
趣
旨
か
ら
適
切
で
な
い
と
考
え
ま
す
。

他
に
も
選
挙
公
営
制
度
は
あ
り
ま
す
か
？

す
で
に
条
例
で
選
挙
公
営
と
し
て
定
め

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の

設
置
（
中
津
市
で
は
昭
和
61
年
条
例
制
定
済

み
）、
選
挙
公
報
の
発
行
（
中
津
市
で
は
平

成
27
年
条
例
制
定
済
み
）
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
他
、
演
説
会
の
公
営
施
設
使
用
、
通
常
葉

書
の
交
付
、
投
票
記
載
所
の
氏
名
な
ど
の
掲

示
な
ど
も
選
挙
公
営
に
含
ま
れ
ま
す
。

情
報
公
開
は
す
る
の
で
す
か
？

公
営
制
度
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
、

市
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
誰
が
何
に
い
く
ら

使
っ
た
か
を
公
表
す
る
予
定
で
す
。
こ
れ
は
、

候
補
者
の
方
に
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
て
選
挙

公
営
を
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
も
つ
な

が
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
公
費
負
担
は
、
公

職
選
挙
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
制
度
で
あ
っ

て
、
市
民
の
税
金
な
ど
か
ら
支
出
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
透
明
性
や
公
平
性
の
確
保
が

大
変
重
要
で
す
。

選
挙
公
営
制
度
の

　
　
Q
＆
A
コ
ー
ナ
ー

A Q1A Q6A Q7

A Q5

A Q3

A Q4

A Q2

A Q8A Q9

《供託物没収点》
◎市長選挙の場合
　有効投票総数÷10
◎市議会議員選挙の場合
　有効投票総数÷市の議員定数÷10 
※次回の中津市議会議員選挙での議
　員定数は24です。

松
山
さ
ん
、

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
！

友
達
に
も
教
え

て
あ
げ
よ
う
！

お
し
ま
い
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公費負担対象

ビラの作成

ポスターの作成

1枚の限度額

7円51銭

1,697円 

限度枚数
市議選4,000枚
市長選16,000枚

ポスター掲示場数
265枚（予定）

公費負担対象

選挙運動用自動車
(1日1台に限る)
（※1）

契約形態（※2）
一般運送契約(ハイヤーなど)

自動車借上料
燃料購入費
運転手報酬
計

個別契約

１日の限度額
64,500円 
15,800円 
7,560円 
12,500円 
35,860円 


